
足
立
区
綾
瀬
七
丁
目
地
区
地
区
計
画

の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限

に
関
す
る
条
例

　
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
地

区
計
画
を
実
施
す
る
も
の

足
立
区
千
住
三
丁
目
地
区
地
区
計
画

の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限

に
関
す
る
条
例

　
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
地

区
計
画
を
実
施
す
る
も
の

公
益
法
人
等
へ
の
足
立
区
職
員
の
派

遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
株
式
会
社
足
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ア
ー
ツ
に
職
員
を
派
遣
す
る
も
の

足
立
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
所
得

割
の
税
率
を
改
め
る
と
と
も
に
、
規

定
を
整
備
す
る
も
の

足
立
区
に
係
る
防
災
街
区
整
備
地
区

計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の

制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
東
京
都
市
計
画
防
災
街
区
整
備
地

区
計
画
と
の
整
合
を
図
る
も
の

東
京
都
市
計
画
事
業
佐
野
六
木
土
地

区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
及
び
東
京

都
市
計
画
事
業
上
沼
田
南
土
地
区
画

整
理
事
業
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
土
地
区
画
整
理
法
の
改
正
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の

足
立
区
立
学
校
施
設
使
用
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
規

定
を
整
備
す
る
も
の

足
立
区
こ
ど
も
科
学
館
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
規

定
を
整
備
す
る
も
の

足
立
区
西
新
井
文
化
ホ
ー
ル
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
規

定
を
整
備
す
る
も
の

足
立
区
立
図
書
館
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
規

定
を
整
備
す
る
も
の

　包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
す
る

も
の

学
童
保
育
室
の
入
室
に
関
す
る
異
議

申
立
て
に
つ
い
て

　
学
童
保
育
室
の
入
室
不
承
認
に
伴

う
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
、
諮
問
審

査
の
結
果
、
こ
れ
を
棄
却
す
べ
き
も

の
と
答
申
し
ま
し
た
。

　
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
、
寺
山
み

よ
子
氏
、
小
池
修
司
氏
、
近
藤
悦
子

氏
を
法
務
大
臣
に
推
薦
す
る
た
め
、

区
長
か
ら
議
会
の
意
見
を
求
め
ら
れ

ま
し
た
。
議
会
は
、
こ
れ
に
対
し
、

異
議
な
い
も
の
と
答
申
し
ま
し
た
。

平
成
１７
年
度
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

　
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１４６
条
第
２

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１７
年
度

繰
越
明
許
費
に
係
る
歳
出
予
算
の
繰

越
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の

（
翌
年
度
繰
越
額
６
億
１
千
７３８
万
２

千
円
）

平
成
１７
年
度
事
故
繰
越
繰
越
計
算
書

　
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１５０
条
第
３

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１７
年
度

事
故
繰
越
に
係
る
歳
出
予
算
の
繰
越

に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の

（
翌
年
度
繰
越
額
４８
万
３
千
円
）

○
胃
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診
存
続
に
関
す

る
請
願

―
請
願
の
趣
旨
に
沿
い
か
ね
る

○
区
民
等
の
健
康
増
進
な
ど
の
た
め
、

特
定
禁
煙
区
域
内
へ
の
喫
煙
所
設
置
の

中
止
を
求
め
る
陳
情

―
陳
情
の
趣
旨
に
沿
い
か
ね
る

　
平
成
１８
年
７
月
１０
日
に
江

戸
川
区
総
合
文
化
セ
ン
タ

ー
に
お
い
て
、
メ
ト
ロ

セ
ブ
ン
促
進
協
議
会
総

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
東
京
都
の
区

部
東
部
地
域
に
環
状
鉄

道
を
整
備
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
も
の
で
、
足

立
区
、
葛
飾
区
、
江
戸

川
区
の
３
区
で
平
成
６

年
度
か
ら
取
り
組
ん
で

い
る
事
業
で
す
。
こ
の

協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、

３
区
の
区
長
・
助
役
、

区
議
会
議
長
・
副
議
長
、

交
通
問
題
を
所
管
す
る

委
員
会
の
委
員
を
も
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
足

立
区
議
会
に
お
い
て
は
、
交

通
網
・
都
市
基
盤
整
備
調
査
特

別
委
員
会
に
所
属
す
る
議
員
が

そ
の
委
員
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
総
会
で
は
、
昨
年
度
の
事
業

に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、

併
せ
て
、
平
成
１８
年
度
の
事

業
計
画
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
総
会
終
了
後
、
研

修
会
が
開
催
さ
れ
、
「
区
部

周
辺
部
環
状
公
共
交
通
に
係

る
調
査
」
に
つ
い
て
の
中
間

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
「
こ
れ
か
ら
の

都
市
鉄
道
整
備
に
つ
い
て
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
会
が

開
催
さ
れ
、
出
席
し
た
３
区

が
共
通
し
て
、
本
路
線
の
必

要
性
や
課
題
等
を
確
認
し
閉

会
と
な
り
ま
し
た
。

　
足
立
区
議
会
は
今
後
と
も
、

両
区
の
区
議
会
や
関
係
機
関

と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

本
事
業
の
早
期
実
現
に
向
け

努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
皆
さ
ん
か
ら
の
区
政
に
対
す
る
ご

要
望
等
を
、
請
願
・
陳
情
と
し
て
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　
請
願
・
陳
情
は
、
特
に
所
定
の
様

式
は
あ
り
ま
せ
ん
。
左
図
を
参
考
に

し
て
お
書
き
く
だ
さ
い
。
必
要
な
事

項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

�
件
名

�
請
願
・
陳
情
の
趣
旨
（
具
体
的
に
）

�
請
願
者
・
陳
情
者
の
住
所
、
氏
名

　
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
及

　
び
代
表
者
の
氏
名
）

�
押
印
（
私
印
、
た
だ
し
自
署
の
場

　
合
は
不
要
）

�
紹
介
議
員
の
署
名
又
は
記
名
押
印

　
（
陳
情
の
場
合
は
不
要
）

�
提
出
年
月
日

�
あ
て
先
（
足
立
区
議
会
議
長
）

問
合
せ
　
区
議
会
事
務
局
議
事
係

　
　
　
　
�(

３
８
８
０)

５
７
９
７

○○についての請願（陳情）

請願（陳情）の趣旨

請願者（陳情者）

紹介議員（陳情には不要）

足立区議会議長 ○○○○ 様

住所

氏名
（自署の場合は不要）

・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

印

氏名

年　月　日

（自署の場合は不要）

印

メトロセブン促進協議会総会に出席 所 在 地

千住東一丁目地内

中央本町二丁目地内

本木二丁目・興野一丁目地内

73.97

81.50

103.42

2.81～3.79

6.00～6.01

4.19～5.90

延長（m） 幅員（m）

会派名及び結果 会　派　名

件　　名

足立区特別区税条例の一部を改正する条例

学童保育室の入室に関する異議申立てについて 棄却

足立区議会 足立区議会 日本共産党 足立区議会 結果
自由民主党

○

○

○

○

×

×

○

○

原案可決

原案可決

公　明　党 足立区議団 民　主　党

棄却 認容 棄却 棄却すべき
ものと答申

東京都市計画事業佐野六木土地区画整理事業
施行規程及び東京都市計画事業上沼田南土地
区画整理事業施行規程の一部を改正する条例


